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富山県選挙管理委員会告示第81号 

   公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の指定の 

   取消しについて 

 公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第 161条第１項第３号の規定により、公職 

の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設として指定されていた次の 

施設について、指定を取り消した旨、魚津市選挙管理委員会及び射水市選挙管理委 

員会から報告があったので告示する。 

  平成28年10月６日 

                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 野  尻  昭  一  
 

施設の名称 所 在 地 

旧片貝小学校 魚津市島尻 818番地３ 

海老江体育館 射水市東明東町３番地５ 

大門コミュニティセンター 射水市大門67番地 

 

 

富山県選挙管理委員会告示第82号 

   公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の名称の 
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変更について 

 公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第 161条第１項第３号に規定する、公職の 

候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の名称を変更した旨、滑川市 

選挙管理委員会から報告があったので告示する。 

  平成28年10月６日 

                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 野  尻  昭  一  

 

施設の名称 所 在 地 

旧 同朋幼稚園 
滑川市常盤町 630番地 

新 同朋認定こども園 

旧 早月加積幼稚園 
滑川市追分3801番地 

新 早月加積認定こども園 

旧 西加積幼稚園 
滑川市下梅沢31番地 

新 西加積認定こども園 

 

 

富山県選挙管理委員会告示第83号 

   公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の所在地 

   の変更について 

 公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第 161条第１項第３号に規定する、公職の 

候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の所在地を変更した旨、富山 

市選挙管理委員会から報告があったので告示する。 

  平成28年10月６日 

                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 野  尻  昭  一  

 

施設の名称 所 在 地 

富山市立豊田保育所 
旧 富山市豊若町一丁目６番13号 

新 富山市豊田本町一丁目２番３号 
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